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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　 当社は、上場企業としての社会的責任を自覚し、株主の皆様に対する企業価値の最大化を図るため、法令および社内規程等を遵守する企業

倫理の確立を図るとともに、意思決定の迅速化により機動力を発揮し、経営の健全性、透明性および効率性を向上させることが重要な課題である
と認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 １－２－２】

　当社は、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めておりますが、早期発送までには至っておりません。し
かしながら、当社は、招集通知発送前に東京証券取引所の適時開示情報伝達システム（以下「TDnet」といいます。）や当社ウェブサイトへの掲載
をしております。今後は招集通知の早期発送にも努めてまいります。

　 （「定時株主総会招集ご通知」：https://www.horiifood.co.jp/ir/event/meeting.php）

【補充原則 １－２－３】

　 当社は、株主総会において株主との建設的な対話の充実を図るべきと考えています。そのため、より多くの株主が株主総会に出席できるように

株主総会の日程を設定する等の配慮を行うよう今後努めてまいります。

【補充原則 １－２－５】

　 当社は、基準日時点において株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としておりますため、現時点では

信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことを認めておりません。

　 今後、信託銀行等と協議しつつ、実務的な対応を検討してまいります。

【補充原則 ４－１－２】

　 当社は、中期経営計画を策定しておりますが、開示にはいたっておりません。これまで不採算店舗の整理等をはじめとした事業再編を進め、収

益基盤・財務体質の抜本的改善を最優先として進めてまいりました。中期経営計画の開示については、改めて検討いたします。今後は、単年度の
業績見通しから、決算発表等のタイミングで、株主をはじめステークホルダーに対し開示及び説明を強化してまいります。

【補充原則 ４－１－３】

　 当社の取締役会は、現在、代表取締役の後継者の計画については、具体的な監督は実施しておりません。代表取締役社長の年齢等を踏ま

え、後継者の育成計画について喫緊の課題として取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、経営方針や具体的な経営戦略を踏ま
え、必要に応じて検討してまいります。

【原則 ４－２．取締役会の役割・責務（２）】

　 当社では、取締役会が的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、監査役会は取締役会の意思決定及び業務執行の適法性及び妥当性の

監査を行っております。また、各取締役は、取締役会において、適宜適切に意見を述べ、またその議決権を行使することで、経営管理の充実を図
り、その実効性を高める体制としております。

　 また、取締役会決議事項のうち、重要事項の審議にあたっては、取締役および部室長で構成する経営会議にて事前に情報を共有し、問題点や

リスクを審議することで、取締役会における意思決定の妥当性及び適法性の確保に努めております。このほか、意思決定権限の一部を経営会議
に委譲することで、意思決定を行っております。

　 さらに、各取締役の担当部門を予め取締役会で決議し、各取締役の執行範囲を明確化し、「職務責任基準表」にて権限移譲を明確化すること

で、各取締役が職務権限の範囲内で、適切なリスクテイクを図ることができる環境を整備しております。

　 取締役の報酬については、株式報酬等、中長期的な企業価値の成長を促すような報酬体系の検討に着手しておりましたが、業績改善を優先さ

せたことにより、未だ検討段階におります。

【補充原則 ４－２－１】

　 当社の報酬制度は、株主総会において決定した総額の範囲内で、取締役の成果を総合的に判断し、各取締役の報酬額を決定しております。な

お、総額の範囲を決定するにあたっては、従業員の士気の維持に配慮するため、平均的な従業員の給与の倍率を勘案しております。また、経営
陣の競争力の観点から、特筆する成果がない限り、同業他社報酬水準と大幅に乖離しないこととしております。今後、指名・報酬委員会の設置に
ついても検討してまいります。

　 なお、中長期のインセンティブとしての報酬制度については、諸般の事情から導入しておりません。

【補充原則 ４－３－２】

　 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役の選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独

立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えた代表取締役を選任しております。

【補充原則 ４－３－３】

　 取締役会は、代表取締役を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。ただし、代表取締役の職務懈怠や公序良俗に反する行



為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、代表取締役の解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締
役会において十分に審議した上で決議いたします。

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

　当社は、独立社外取締役を１名選任しており、２名に達しておりません。

　しかしながら当社は、事業セグメントも地域別であり、事業内容が異なるわけではなく、比較的簡素な組織構造であるため、当社の事業規模から
みて十分な実効性を確保できているものと考えております。

　今後、当社の事業規模や取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者の選定を検討してまいり
ます。

【補充原則 ４－８－２】

　当社は、筆頭独立社外取締役の選任を実施しておりませんが、社外取締役に対しては、必要に応じて社内の会議等への出席や、業務執行取締
役とのミーティングを行っております。別途開催される、監査役会とのミーティングにより必要な情報を収集し、連携を確保できる体制としておりま
す。

【補充原則 ４－８－３】

　当社が本コードを実施しない理由については、【原則4-8】に記載のとおりであります。

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　 取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保す

るため、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と、企業経営者や有識者又は会計士・税理士・弁護士等から、経験・見識・専門性を考慮して
社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。また、社外監査役は２名とも、会
計に関する専門的知見を有しております。

　ジェンダー及び国際性に関しては、提出日現在において実現できておりませんが、社外監査役、取締役・監査役には、財務・会計・法務に関する
知識を有する者、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者の選任やジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性確保につい
て、今後検討してまいります。

　なお、取締役会の実効性に関する分析・評価についても、今後検討してまいります。

【補充原則４－11③．取締役会の実効性評価】

　取締役会の実効性評価は、取締役会に期待されている機能が適切に果たされているかを検証し、その向上をはかるために重要な手段であるこ
とは認識をしておりますが、現在、実効性評価を行えておりませんので今後の実施を検討してまいります。

【原則 ５－２．経営戦略や経営計画の策定・公表】

　当社は、【補充原則４－１－２】に記載のとおり、中期経営計画を現在公表しておりません。

　中期経営計画の開示については、今後改めて検討いたし ますが、単年度ごとの情報開示を強化することから整えてまいります。

【補充原則 ５－２－１】

　当社では、【原則５－２】に記載の通り、中期経営計画の策定を行っておらず、事業ポートフォリオに関する基本的な方針の開示も行っておりませ
ん。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則 １－４．政策保有株式】

　当社は、政策保有株式として上場企業の株式を保有しておりません。

　今後、政策保有株式を保有した際は、取締役会において保有目的の適切性を検証し、保有が不適切と判断された場合は売却する方針としてお
ります。

【原則 １－７．関連当事者間の取引】

　当社取締役会は、役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益を害することのな
いよう、また、そうした懸念を抱かせないよう、細心の注意を払うべきであると考えております。

　当社は、取引の重要性や性質に応じた手続きについて、「職務責任基準表」に基づいて取引金額に応じた各役職者の承認を行っております。ま
た関連当事者間の取引があった場合については、発生都度、取引の妥当性や必要性について検証し、取締役会に検証結果を報告することとして
おります。

【補充原則 ２－４－１】

　 当社では、人材の多様性を確保するためには、インクルージョン（包摂）の考え方が必要であると考えております。すなわち、誰にとっても働きや

すい制度の確立であります。この点につきましては、今後、行動基準において労働基準法の遵守を掲げ、基本的な労働条件を整備するほか、働
きやすさの指標となる従業員満足度、ダイバーシティの指標となる、障がい者雇用率を測定し、これらの指標の向上に努めてまいります。また、従
業員全体の女性比率の向上を目指し、そのうえで管理職の女性比率向上にも繋げてまいります。

【原則 ２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金を導入しておりません。

【原則 ３－１．情報開示の充実】

（ⅰ） 　 当社では、経営理念について、当社Webサイト上で開示しております。また、経営計画は、補充原則４－１－２に記載のとおり策定して

　　　　おりません。

（ⅱ） 　 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書により開示しております。

（ⅲ） 　 当社では、報酬の最終的な決定は、代表取締役社長に一任しておりますが、改定を行う際には社外取締役の意見も聴取することとして

　　　　おります。また、株主総会招集通知にて、取締役の報酬を算定するにあたっての考え方及び実績について事業報告上で開示しております。

（ⅳ） 　 取締役候補者につきましては、当社の経営方針、事業内容、課題等に関して知識、理解、経験を有し、当社の企業価値牽引に貢献しう

　　　　るか、取締役会において審議したうえで指名することとしております。また、取締役会での審議に先立って、経営会議において慎重かつ充

　　　　実した審議を行っており、審議結果を社内取締役に説明し、承認を得ております。

　　 　　 監査役につきましては、それぞれの専門的な知識を活かし、独立した立場から当社の業務等について監査を実施できる知識や経験を有



　　　　している者を監査役候補者として監査役会にて承認し、取締役会の決議を経たうえで、株主総会に提案しております。

（Ⅴ） 　 個々の取締役・監査役の指名の理由については、株主総会招集通知に記載することで開示を行っております。

【補充原則 ４－１－１】

　 当社は、「取締役会規程」を制定し、法令等に準拠して、取締役会で審議する内容を取締役会に付議すべき事項として定めております。

　 また、「職務責任基準表」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築してお

ります。

【原則 ４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、東京証券取引所が
定める独立性基準を参考にしております。加えて、取締役会への貢献が期待できる人物であることを企業統治において果たす役割及び機能を十
分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い人材が望ましいと考えて
おります。

【補充原則 ４－10－１】

　 当社において、取締役・監査役候補の指名・選解任については、人格、見識、能力、経験等の観点から独立社外取締役を含む取締役会で審議

のうえ決定していること、また、報酬については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役を含む取締役会で定めた報
酬の基準に則して決定されております。したがって、現状でも独立社外取締役の一定程度の関与はありますが、より一層、指名・報酬の決定手続
きについて、客観性・透明性を確保するために、今後任意の委員会設置については検討してまいります。

【補充原則 ４－11－１】

　当社では、事業規模等を勘案し、取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

　 取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保す

るため、各事業や業界に精通した社内取締役と、企業経営者や有識者又は会計士・弁護士等から、経験・見識・専門性を考慮して社外取締役を
選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。

　取締役の選任の際は、各部門を担当する業務執行取締役や社外取締役から候補者を推薦し、取締役会での決議を得て、株主総会決議により
選任することとしております。

　 なお、当社では、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社取締役として必要なスキル

を特定した上で、各取締役の能力等を一覧化することを検討してまいります。

【補充原則 ４－11－２】

　当社の取締役・監査役は、社内取締役（又は常勤監査役）であるか社外取締役（又は社外監査役）であるかを問わず、役割・責務に必要となる時
間と労力を業務に振り分けております。兼任の状況については、合理的な範囲としており、その状況は有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則 ４－14－２】

　当社は、当社取締役及び監査役が、その役割・責務を十分に果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針として
おります。

【原則 ５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　 取締役会は、株主との建設的な対話を促進するためのIR担当取締役を定め、決算説明をはじめとする投資家向け説明会の実施はもちろんの　

こと、株主からの対話の申込に対しては、合理的な範囲で対応することとし、その履行状況について適切に監督しております。

　なお、IRの対応部署となる総務部が、株主・投資家からの問い合わせに対応しております。株主・投資家との対話を通じて得られた意見や要望
については、総務部が取りまとめ、必要に応じて経営陣に報告しております。

　 また、今後状況が変わりましたら、ウェブサイト上での情報提供の充実を含む、株主との対話の促進のための手段を検討してまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社CCH 3,265,900 47.12

堀井克美 281,200 4.05

三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社 240,700 3.47

清水伸昭 158,000 2.27

ホリイフード従業員持株会 81,700 1.17

林喜代志 80,000 1.15

楽天証券株式会社 53,900 0.77

株式会社ＳＢＩ証券 50,091 0.72

大貫春樹 48,400 0.69

横須賀修 40,000 0.57

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――



親会社の有無 株式会社CCH　（非上場）

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 11 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

　当社は、特別委員会を設置しておらず、支配株主（その他施行規則で定める者）との重要な取引等を行うことを決定する場合には、当該決定が
当社の少数株主にとって不利益なものでないことに関し、独立性を有する独立社外取締役による意見の入手を行うものとしております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は、株式会社CCHが構成する企業グループのなかで明確に独立した企業体として位置付けられており、企業運営をおこなう上での意思決
定は、当社の事業目的に相応しい独自の立場に基づいており親会社からの独立性を確保しております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

四ツ倉宏幸 税理士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

四ツ倉宏幸 ○ ―――
税理士としての専門的な見識に基づいた客観
的な立場による取締役会の監督機能強化等の
役割を担うという観点で選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　内部監査に関しては、コンプライアンス、リスクマネジメント等について、内部監査室(室長１名)が確認しております。監査役監査は、常勤監査役
１名が年次の監査計画に基づき実施しております。会計監査に関しては、会計監査人の会計監査を受けております。

　また、監査役と会計監査人との相互連携については、定期的に会合を年４回開催し、情報交換及び意見交換を行っております。監査役と内部監
査室においても、相互の連携を図るために、毎月１回定期的な会合を持ち、監査方針に対する遂行状況の確認をしております。同様に内部監査
室と会計監査人との相互連携についても、随時、情報交換及び意見交換を行っております。

　なお、これらの監査については、取締役会にて適時報告がなされております。同様に社外監査役に対しては、監査役会において適宜報告および
意見交換をするものとしております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名



社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

中村岳広 公認会計士 ○

佐藤修 税理士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中村岳広 ○ ―――

公認会計士の資格を持ち豊富な専門知識を有
しており、当社取締役の職務執行について公
正な立場からの監視及び提言、並びに助言を
いただけるという観点で選任しております。

佐藤修 　 ―――

長年にわたる国税局勤務で培われた専門的な
知識と豊富な経験等を有しており、客観的かつ
公正な立場で取締役の執行を監査・監督でき
るものと判断し、選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

現状では特段の必要性を認めていないため、実施しておりません。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬等につきましては、事業報告及び有価証券報告書において開示しており、その内容については弊社ホームページにおいて掲載しておりま
す。

以下のURLをご参照ください。

https://www.horiifood.co.jp/

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬に関する事項については、取締役会において決定しております。

　また、取締役の報酬は月額報酬と賞与により構成しております。月額報酬は各位の役割及び責任範囲に基づき支給するものとしております。賞
与は該当する事業年度の業績等を勘案し支給するもとのしておりますが、毎期継続して支給する旨の定めは設けておりません。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、総務部及び財経部並びに内部監査室が必要に応じてサポート
を行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

―――



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会

　取締役会は、社外取締役１名を含む取締役７名で構成されております。当社では、毎月１回、取締役及び監査役の出席による定例取締役会を開
催しており、必要に応じて臨時取締役会も適宜開催し、効率的な業務執行及び各取締役間の業務執行の監督を行っております。

２．経営会議

　経営会議は、代表取締役社長、取締役、部長で構成されており、原則として月２回の会議を開催しております。重要な業務執行事項について、そ
の方向性や方針の確認等の審議を行い、代表取締役社長の諮問機関として、経営意思決定の効率化、迅速化に努めております。

３．その他会議等の開催について

　代表取締役社長、取締役、部長で構成する「業務改善会議」及び「コンプライアンス委員会」を毎月１回開催し、効率的な業務運営の構築及び法
令遵守への対応を検討し、必要とされる措置を経営会議に上程しております。また同メンバーで構成するサステナビリティ委員会を年４回開催し、
少なくとも年１回の頻度で取締役会に報告することとしております。

４．監査役

　監査役は取締役会への出席等を通じ、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。

５．監査役会

　監査役会は監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画などを決定するものとして
おります。なお、今後の方針としまして監査内容については、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行
うものとしております。

６．内部監査室

　内部監査室は、当社の業務執行状況が法令や規程等に照らし適正かつ妥当であるか、また、内部管理体制が適切かつ有効であるかを公正か
つ客観的立場で検討・評価し、指摘事項の改善状況及びその結果について確認を行っております。

７．会計監査人

　当社は、会社法第２条第６項で定義される大会社ではありませんが、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るため同法第326条第２項に
基づく会計監査人として虎ノ門有限責任監査法人を選任しております。また、同監査法人による金融商品取引法監査を受けております。

８．顧問弁護士

　当社は、重要な法的判断、コンプライアンス等に関して弁護士から助言と指導を適宜受けられる体制を設けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

経営の意思決定の適正性及び経営監視における健全性や透明性、独立性は確保されており、内部統制は有効に機能しているものと認識しており
ます。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知発送
前に、当社ホームページおよび東京証券取引所(TDnet)に開示しております。

電磁的方法による議決権の行使
第41回定時株主総会における議決権行使より、電磁的方式による議決権の行使（スマー
トフォン・パソコン等を用いたインターネットによる議決権行使）も可能としております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載
決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、会
社説明会資料、株主招集通知等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
情報開示体制につきましては、総務部が主幹し、開示にあたっては財経部と連
携して対応する体制としております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

役員及び従業員が企業の社会的責任を自覚し、法令遵守は当然のこと、高い倫理観に基
づき行動することが地域社会の発展に貢献し、結果として当社の継続的な成長と発展に繋
がることと認識しております。そうした考えに基づき、「コンプライアンス行動指針（ガイドライ
ン）」を定め、お客様、株主、取引先、社会等から信頼される健全な事業活動の遂行に取り
組んでおります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１． 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）企業の社会的責任を自覚し、法令遵守に対するコンプライアンス・ガイドラインを定め、役員及び使用人の総てに遵守を周知徹底します。

（2）代表取締役社長及び取締役、部長が参加するコンプライアンス委員会を定期的に開催し、全社的なコンプライアンス体制の整備と諸問題の把
握に努め、コンプライアンス上重要と判断された問題に対しては当委員会で審議のうえ取締役会に報告され、必要な規程の改廃を行います。

（3）当社の役員及び部長は、担当する部門の総ての使用人に対しコンプライアンス・ガイドラインの遵守を指導監督する義務を負います。

（4）当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行並びに意思決定に係る文書並びに情報は、文書取扱規程その他社内規程の定めるところに従い適切に保存及び管理し

ます。監査役が求めた時は、取締役はいつでもこれらの情報を閲覧に供します。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）業務執行に係るリスクへの認識や評価を正しく行うために、リスク管理規程を定め全社的な管理体制を整備します。

（2）リスク管理の実効性を確保するため、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、社内外で発生した損失の危険がある

事象について検討を行い、重要性の高いものについては取締役会へ報告する体制とします。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）全社的な経営の目標となる年度計画を策定し、代表取締役の審議機関として機能する経営会議を通じて報告される実績報告により適切な対

策を講じます。

（2）取締役会規程及び職務責任基準により定められている事項については、取締役会に付議します。

（3）日常の職務執行については、業務分掌規程及び職務責任基準に基づいた権限委譲が行われ、各部門の責任者が意思決定ルールに従い業

務を遂行します。

５．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役の職務を補助する組織を総務部とし、当該使用人の人選等について

は、監査役の意見を考慮し検討するものとします。

６．当社の監査役を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動等については、監査役の意見を尊重するものとします。

７．当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制

（1）取締役及び使用人は、監査役の求めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な情報を報告及び情報提供を行うものとします。

（2）取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見認識した場合には、速やかに監査役に報告を行うものとします。

８．当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

(１)当社の内部通報制度において、内部通報窓口にて受け付けた通報内容については通報受付票によって、また調査後に講じた是正措置および
再発防止措置については通報案件報告書によってそれぞれ速やかに監査役へ報告することとしています。

(２)内部通報制度運用規程において、当社は、通報者等が通報したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益な取り扱いも
行ってはならないと定めています。

９．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会のほか、必要に応じて重要なあらゆる会議に出席し、必要な報告を求めることができるも
のとします。また、代表取締役及び監査役、並びに会計監査人はそれぞれ定期的に情報交換、意見交換を行うものとします。

10．当社の監査役を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

監査役の補助を職務とする使用人は、その職務については取締役および所属上長の指揮命令を受けないものとし、監査役の指揮命令に従うもの
とします。

11．当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理
に関する事項

監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理等所要費用
の請求を監査役からうけたときは、当社は監査役の職務執行に明らかに必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



当社は、「コンプライアンス行動指針(ガイドライン)」に反社会的勢力と関係しない旨を明記し、社会的秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反
社会的勢力との関係を一切排除し、その活動には毅然とした態度で臨み、不当な要求には一切応じません。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




